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身の回りのAI：
5つの主要な働きを知ろう

現代社会におけるAIの浸透

• AI（人工知能：コンピュータが人
間のように考え判断する技術）は
日常生活に深く浸透

• スマートフォンの音声認識、動
画サイトの推薦機能、翻訳アプリ
など

本授業の目的

• AIが持つ5つの主要な働きを学習
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本日の学習目標

1. AIが得意とする5つの働きを理解

AIの能力を理解，それぞれの特徴を把握

2. 身の回りでのAI活用を知る

日常生活で接するAI技術の具体例、AIの実用性

3. AIの可能性と限界を考える

AIが得意なことと苦手なことを区別 、AIを適切に活用

目標達成により期待される効果

• 将来の学習や職業選択に活かせる基礎知識を身につける

• 学習の方向性を明確化し、学習意欲を高める
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AIとは何か？

AIの定義

• 人間のように考え、判断し、行動する技術

• 大量のデータから学習し、新しい状況に適切に対応も

従来のコンピュータとの違い

• 従来のコンピュータ：あらかじめ決められた手順（プログ
ラム）に従って動作

• AI：経験から学習し、状況に応じて最適な判断を実行。時
には人間を上回る性能を発揮

重要事項

• AIは人間の知能を完全に再現するものではない

• 特定の分野において人間の能力を拡張する技術 4



身近な AI 体験

日常的に利用しているAI技術

• スマートフォンで写真撮影時の顔認識と枠表示

• YouTubeやNetflixによる好みに合った動画推薦

• 翻訳AIによる外国語の瞬時日本語翻訳

• スマートスピーカー（SiriやAlexa）による音声理解と応答

• SNS投稿時の自動タグ提案

ポイント！

これらの機能は全てAI技術により実現

皆さんは既にAIの恩恵を受けながら生活

今日の授業でこれらの技術の働きを学ぶ
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今日学ぶ5つの働き

• 見る・聞く・感じる力（知覚と理解）

人間の五感のように外の世界から情報を取得し理解

• 覚える・調べる力（知識処理と記憶）

膨大な情報を記憶し、必要時に適切な情報を検索

• 考える・推理する力（論理推論と数学的思考）

情報を整理して論理的に考え、結論を導出

• 作る・創作する力（生成と創造）

新しいコンテンツやアイデアを生成

•  計画する・実行する力（計画と実行）

目標達成のために計画を立案し、実際に行動

特徴 ： 単独または組み合わせて様々なAIシステムを構築 6



13-1 AIとの対話
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最初の会話
人間

AI
会話の継続

人間

AI Microsoft 365 Copilot との対話



対話型 AI を理解する

• ChatGPT や Google Gemini や Microsoft 365 Copiilot な
どの対話型AI（人間と自然な会話ができるAI）が広く利用

• 対話型AIは、５つの働きを統合して実現

1. 見る・聞く・感じる力（知覚と理解）

2. 覚える・調べる力（知識処理と記憶）

3. 考える・推理する力（論理推論と数学的思考）

4. 作る・創作する力（生成と創造）

5. 計画する・実行する力（計画と実行）
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対話型 AI の機能

人間からの質問・指示

↓

意図を理解

↓

回答を生成

対話の継続

ユーザは、対話を通じてより良い回答が得られるように

AIに働きかける
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13-2 教員から専門知識を、仲間から刺
激を、AIからヒントを
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教員から専門知識を、仲間か
ら刺激を、AIからヒントを
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• 教員：深い知識や経験からのアドバイス

 積極的に質問して、専門性を高めよう！

• 仲間：ともに成長する

 教えあい、励ましあい、刺激を与えあおう！

• AI (ChatGPT, Gemini など）：アシスタント

 情報収集、ヒントの獲得、新しい発想の獲得のツー
 ルとして活用

 ※ 鵜呑みにせず、自分で考えて、裏付けを確認する
 ことが重要



色、円のプログラム
import turtle

t = turtle.Turtle()

colors = ["red", "green", "blue"]

for i in range(3):

    t.color(colors[i])

t.circle(30)

t.forward(50)
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モジュールのインポート

オブジェクト生成。t へのセット。

色は、赤、緑、青

色を変える

半径３０の円

前に50進む

実行結果

https://trinket.io/python/f8cd554693



AIをアシスタントして活用

発展・探求が面白い。

 難しい？ いいえ、AIに聞いてみよう
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解説を求める

t.circle(30)って何してるの？
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Microsoft 365 Copilot からの回答



改造アイデアを求める

虹色の円を描かせたい！

16以下省略

Microsoft 365 Copilot からの回答



助けを求める

写真やスクリーンショットを投稿。「blackを追加し
たのに表示が出ない」と書き添える
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言葉と画像で AI に質問
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前ページの質問に対するMicrosoft 365 Copilot からの回答

AIが修正を提案



AIは、あなたの学びを加速さ
せるアシスタント
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AI は

• プログラミング家庭教師

• アイデアを広げるブレスト相手

• 困ったときの相談相手

「もっとこうしたい！」をAIと実現！→ 行動・体験が自信
と成長に！



対話 AI で何ができる？＆超重要注意点

できることの例

• 情報提供、質問応答、文章作成支援、要約、翻訳、プロ
グラミング支援など。

• 文字、画像、音声でのコミュニケーション

超重要！使う上での注意点

• 鵜呑みにしない！ 必ず自分で考えて、試して、理解す
る （AIは古い情報、間違った情報を提供する場合があ
る）

• 丸写しはダメ！ AIが作ったものをそのまま自分の作品
として提出するのは禁止

• 個人情報・秘密はAIに与えない！
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Microsoft 365 Copilot 始め方ガイド（大学アカウント
利用）

① アクセス方法

パソコンのWebブラウザで以下のURLにアクセス
https://m365.cloud.microsoft/chat/?auth=2 

② ログイン

大学のIDとパスワード

ログイン後、チャット画面が出るので確認
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Microsoft 365 Copilot 始め方ガイド（大
学アカウント利用）

チャット画面の基本操作

ファイルアップロード

画面下の「＋」ボタンをクリック

→ Word、Excel、PDF、画像などをアップロード可能

マイク入力

マイクが接続されている場合

→ マイクボタンから音声入力が可能

テキスト入力

質問や指示をテキストで入力 → Copilotが応答 22

＋ボタン
マイクボタン



ワードファイルの作成などを頼むこともで
きます
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Microsoft 365 Copilot が作成したワードファイル



対話 AI の効果的な使用方法

• 段階的な質問

複雑な内容は一度に全てを質問せず、段階的に

• 自分の状況を説明することで適切な回答を得る

例：「大学2年生で、プログラミング経験はありません」

• 具体的な指示

• 参考となる図や写真やその他ファイルがある場合は提供
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13-2 見る・聞く・感じる力
（知覚と理解）
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26人間からの質問：説明してください

Microsoft 365 Copilot からの回答

写真

この画像は、街中の風景を写したもので、
以下のような特徴があります：
• 歩行者の通行時間を示す標識があり、
「10〜18時」と書かれています。これは、
午前10時から午後6時まで歩行者専用に
なる時間帯を示している可能性がありま
す。

• 背景にはいくつかの店舗があり、看板に
は日本語で「のりちゃん」と書かれてい
て、電話番号「095-382-6245」も表示さ
れています。

• 建物の一つには時計が設置されており、
時間を確認できます。

• 「LaLa」という名前の別の看板も見えま
す。これは店舗名や施設名かもしれませ
ん。

この画像は、商店街や観光地のような場所
で撮影された可能性が高いです。もし特定
の部分について詳しく知りたい場合は、教
えてくださいね。
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人間からの質問：この文書の主要なポ
イントを3つ挙げてください

Microsoft 365 Copilot からの回答

写真に撮った資料

この文書の主要なポイントは以下の3つです：

1.AIの定義
AIは人間のように考え、判断し、行動する技術であり、
大量のデータから学習して新しい状況に対応する。

2.従来のコンピュータとの違い
従来のコンピュータは決められた手順に従って動作す
るが、AIは経験から学び、状況に応じて最適な判断を
行う。場合によっては人間を上回る性能を発揮するこ
ともある。

3.AIの限界と役割
AIは人間の知能を完全に再現するものではなく、特定
の分野で人間の能力を拡張する技術である
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見る・聞く・感じる力（知覚と理解）

《見る・聞く・感じる力（知覚と理解）》

• 人間の五感（視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚）に相当する
AI能力

《具体的な処理》

• 画像や動画の認識

• 音声の理解

• 各種センサーによる感知（温度、湿度、振動など）

重要な特徴

• 情報に含まれる意味や内容を理解

（例）写真を見て「これは犬の画像」と判断

（例）音声を聞いて「この人は質問をしている」と理解

• 人間が無意識に行う感覚的理解をAIが技術的に実現
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知覚と理解が実現する具体的能力

画像認識能力

• 写真や動画内の人、物、動物、文字などを識別、それらの
位置や特徴を理解

音声認識能力

• 人間の話し言葉を理解、話している人の感情や意図を理解

多感覚統合能力

• 複数の感覚情報を同時に処理、総合的な判断を実行
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日常生活での知覚と理解の活用例

スマートフォンのカメラ機能

• 写真撮影時の顔認識

• QRコード（二次元バーコード）の読み取り

• 翻訳アプリでの文字認識

音声アシスタント

• 音声理解と適切な応答

• 声の調子から感情を読み取り

自動運転技術

• 車載カメラとセンサーによる道路状況、歩行者、他車両の
認識

• 安全な運転支援
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社会や産業での知覚と理解の活用例

医療分野

• CT画像（コンピュータ断層撮影）やMRI画像（磁気共鳴画像）
から病気の兆候を発見

• 医師の診断を補助し、見落としを防止

製造業

• 工場の生産ラインでの製品品質自動検査

• 人間の目では発見困難な微細な欠陥も検出

セキュリティ分野（安全性の向上）

• 顔認証システム、監視カメラの自動解析システム

農業分野

• ドローン（無人航空機）や衛星画像を活用、作物の生育状況や
病害虫の発生を早期発見
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演習１．
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演習１：AIの「読む」「理解する」「感じ取る」

• 目的：AIが文書の内容を理解し、重要な情報を抽出す
る能力の体験

① 次の資料（身近な例として「日本国憲法、第一条か
ら第六十四条まで」としている）を入れてみる。他の文
書でもよい

34

第一章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
２ 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
２ 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第二章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
２ 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第三章 国民の権利及び義務
〔国民たる要件〕
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
２ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
２ すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
３ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
４ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
２ 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
３ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
２ 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
３ 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
２ 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
３ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
２ 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
２ 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
３ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
２ 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
３ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第四章 国会
〔国会の地位〕
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
２ 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
２ 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
３ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
２ 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
２ 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
３ 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
２ 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
２ 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
３ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
４ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
２ 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
〔条約締結の承認〕
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
〔議院の国政調査権〕
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
〔国務大臣の出席〕
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
〔弾劾裁判所〕
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
２ 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。



② 準備した文書を Microsoft 365 Copilotに読み込ませる

「今の文書の主要なポイントを3つ挙げてください」と質問

「今の文書は、私の生活に本当に役に立つのですか」と質問

• 期待される結果：文書の重要ポイントの抽出、有用性の説
明、理解しやすい要約の生成

• 学習のポイント：AIが文書を「読み」、内容を「理解」す
る能力を確認

35



ここ以降は余裕のある人向け

③ 次のデータを読み込ませる

年次 出生数 死亡数

1985   1432     752

1990   1222     820

1995   1187     922

2000   1191     962

2005   1063    1084

2010   1071    1197

④ 「このデータをグラフにしてください」と質問

「このデータを読み取ってください」と質問

「このデータで注目すべき発見がありますか」と質問
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⑤ 手持ちのワードファイル、エクセルファイルがあれば読み込ませる

操作：左側の＋ボタン、コンテンツの追加、右側の「デバイスからアッ
プロードのボタン」（雲の左となり）

⑥「この資料を読み取ってください」と質問

「この資料で注目すべき情報がありますか」と質問

「この資料で間違いがありますか」と質問

37



13-3 覚える・調べる力
（知識処理と記憶）
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39人間からの質問：この建物を調べてください

Microsoft 365 Copilot からの回答

写真
この建物はデンマーク・コペンハーゲンにあるフレデリクス
教会（Frederiks Kirke）、通称マーブル教会
（Marmorkirken）です。

特徴と背景：

•場所：デンマーク・コペンハーゲン、フレデリクススターデ
ン地区

•宗派：福音ルーテル派（Church of Denmark）

•建築様式：ロココ様式（Rococo）、バロックの影響もあり

•設計者：ニコライ・アイグトヴェ（Nicolai Eigtved）、後に
フェルディナンド・メルダール（Ferdinand Meldahl）が完成

•建設開始：1749年（フレデリク5世によって礎石が置かれ
た）

•完成：1894年

•ドーム：スカンジナビア最大の教会ドーム（直径31メート
ル）、ローマのサン・ピエトロ大聖堂に影響を受けたとされて
います

•正面の銘文：「HERRENS ORD BLIVER EVINDELIG」はデン
マーク語で「主の言葉は永遠に続く」（英語："The word of 

the Lord endureth forever"）という意味で、聖書の1ペテロ
1:25からの引用です

この教会はその壮麗なドームと大理石風の外観で、コペンハー
ゲンのランドマークの一つとして知られています。



覚える・調べる力（知識処理と記憶）

基本的な能力

• 超大量の情報を記憶し、必要時に適切な情報を検索

AIの記憶システムの特徴

• 情報同士の関連性を理解

• 異なる言語間での翻訳や長い文章の要約も実現

AIが、図書館の本、インターネットの全記事を読み、人間の
文章作成能力、会話能力、回答能力を模倣
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知識処理と記憶が実現する具体的な能力

• 情報検索能力 

インターネット検索（人間の指示を理解、それに合致する
回答）

• 質問応答能力

ふつうの日本語の質問に対しても適切な答えを提供

• 翻訳能力

異なる言語間での文章翻訳

• 要約能力

意味を理解し、重要な情報を抽出
41



なぜ知識処理と記憶が重要なのか

• 情報爆発社会への対応

現代社会は、人間だけでは扱えない大量の情報が存在

• 効率的な情報取得

必要な情報を瞬時に検索 

• 言語の壁を越えたコミュニケーション

AI 翻訳技術によるコミュニケーション 、国際的な協力や交流

• 専門知識が「開かれたもの」に

難しい知識でも、AIが、理解可能な形で提供、わかりやすく

説明 42



日常生活での知識処理と記憶の活用例

• オンライン検索エンジン 

Google検索が入力キーワードの意味を理解、検索履歴から
個人の興味を把握、AIが分かりやすく解説

• オンライン辞書・百科事典 

Wikipedia など、オンラインの巨大な知識を取得、活用

• 学習支援システム

AIにより、個人の学習進度や理解度に応じた最適な学習内容
の提案、苦手分野の克服（AI家庭教師）が現実に

• 効率の向上 

より多くの知識にアクセス可能
43



コミュニケーションでの知識処理と記憶の活用例

• チャットボット（自動応答システム）

企業のカスタマーサービスやウェブサイトでAIが顧客の質問
に自動回答、24時間対応が可能、基本的な質問には人間と同
様に回答

• 音声アシスタント

SiriやAlexaが質問を理解し、適切な情報を音声で回答 （天
気予報、ニュース、一般的な質問など）

言語や時間の制約を超えたコミュニケーションが可能

44



演習２．
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演習２：AIの知識保有と検索能力

• 目的：AIが巨大な知識から適切な情報を検索し提供する
能力の体験

① 次を Microsoft 365 Copilotに質問する

• 「人工知能の種類について教えてください」と質問

• 「AIが社会に与える影響について具体例を挙げて説明し
てください」と質問

• 期待される結果：情報提供、概念の説明、具体例を含む
解説

• 学習のポイント：AIが巨大な知識を「記憶」し、質問に
応じて適切な情報を提供する能力を確認

46



ここ以降は余裕のある人向け

② 次の資料（身近な例として「日本国憲法、第一条から第六十四
条まで」としている）を入れてみる。他の文書でもよい

③「インターネットの信頼できる情報だけを調査・確認しながら、
今の資料の短縮版をください」と質問

「インターネットの信頼できる情報だけを調査・確認しながら、今
の資料のもっとも重要な結論を説明してください」と質問 47

第一章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
２ 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
２ 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第二章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
２ 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第三章 国民の権利及び義務
〔国民たる要件〕
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
２ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
２ すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
３ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
４ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
２ 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
３ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
２ 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
３ 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
２ 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
３ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
２ 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
２ 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
３ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
２ 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
３ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第四章 国会
〔国会の地位〕
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
２ 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
２ 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
３ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
２ 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
２ 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
３ 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
２ 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
２ 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
３ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
４ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
２ 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
〔条約締結の承認〕
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
〔議院の国政調査権〕
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
〔国務大臣の出席〕
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
〔弾劾裁判所〕
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
２ 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。



④ 次の質問について「〇〇」に入れる言葉を自分で決める

「〇〇について具体例を使って説明してください」と質問

「〇〇の有用性を教えてください」と質問

「〇〇の意味が全く分かりません」と質問
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13-4 考える・推理する力
（論理推論と数学的思考）
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人間からの質問：
父と息子が遊園地に行き、ジェット
コースターに乗った。
係員は「この子は私の息子です」と
言った。なぜ？

Microsoft 365 Copilot からの回答

答え：

係員は「母親」だったからです。

解説：
多くの人が「係員＝男性」と無意識に思い込んでしま
うため、「父親がいるのに、なぜもう一人の“父親”がい
るのか？」と混乱します。しかし、係員が母親であれ
ば何の矛盾もありません。
このパズルは、性別に関する固定観念を問い直すため
によく使われるものです。



考える・推理する力（論理推論と数学的思考）

• 基本的な能力

情報を整理して論理的に考え、結論を導出

• AIと人間の違い

AIの特性：与えられた情報や条件から論理的な手順に従って
推理を実行、あるいは証明問題についての人間の回答を再現

人間との違い ：人間のように直感の能力はない
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論理推論と数学的思考が実現する具体的能力

• 論理的推論能力

複数の情報や条件から論理的に正しい結論を導出

例：「AならばB」「BならばC」という情報から「Aならば
C」という結論を導出

• 数学的計算能力

複雑な数式の計算、数学的証明を実行

• パターン認識能力

大量のデータから隠れた規則性やパターンを発見

例： 株価の変動パターン、病気の発症パターンなど

• 原因と結果の関係を分析

何が何を引き起こしているか
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なぜ論理推論と数学的思考が重要なのか

• 客観的で一貫した判断 

• 複雑な問題の解決

• ミスの防止 

• 既存の知識から論理的に新しい知識を導出
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演習３．
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演習３：AIの論理推論能力

目的：AIが論理的思考により問題を解決する能力を体験

① 次を Microsoft 365 Copilotに質問する

「 Aさん、Bさん、Cさんのうち、1人だけが本当
のことを言っています。「Aは嘘つきだ」とBが
言い、「Cは嘘つきだ」とAが言いました。嘘つ
きは誰？ 。」

• 期待される結果：論理的な結論の導出、推理問題の解決

• 学習のポイント：AIが「考え」、論理的に「推理」する
能力を確認
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ここ以降は余裕のある人向け

③「次の数学問題を段階的に解いてください：2次方程式 x² - 5x + 6 = 0 

を解け」と質問

④「次の数学問題を段階的に解いてください：x+y=5, 2x−y=4 を解
け」と質問

⑤「次の数学問題を段階的に解いてください：2次関数 y=x2−4x+3 の
グラフの頂点と軸を求めよ」と質問

⑥「２の平方根が有理数でないことを証明し、分かりやすく解説してく
ださい」と質問
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13-5 作る力・産み出す力（生成と
創造）
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AIが生成した「情報工学科」の画像 58



作る力・産み出す力（生成と創造）

• 基本的な能力

新しいコンテンツ、アイデアの生成

• AIの創造メカニズム

巨大な既存のデータから学習 、そのパターンや特徴を理解、
新しい表現を生成

• AIの創造分野

文章の執筆、絵画、作曲、動画の編集など
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なぜ生成と創造が重要なのか

• AIによる創造活動の民主化：専門的な技術や経験がなくて
も、高品質なコンテンツを作成 

• 効率的なコンテンツ制作、デザイン作成

• 個人化されたコンテンツ、個人の好みや要求に応じてカス
タマイズされたコンテンツ
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コンテンツ制作での生成と創造の活用例

• 文章作成
Microsoft 365 Copilot, ChatGPTなどの 対話AI が文書の校正、
間違い探しなどを支援

• 画像生成
人間が指定するテキストの説明から画像を生成 

「イラスト」、「ロゴ」、「ポスター」など用途も指定可能

• 音楽制作ツール
オンラインなどで、AI 作曲サービスが登場

• 動画編集支援

動画編集（空白期間の削除）、字幕起こし、BGM追加、映
像効果追加などを AI が行う
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演習４．
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演習４：AIの創造能力、文章創作

目的：AIが新しい文章を創作する能力を体験

① 次を Microsoft 365 Copilotに質問する

1. 「夏についての季語を含む俳句を作ってください。」

2. 「４００文字以内で、夏についての面白い小説を作っ
てください。」

• 期待される結果：短編小説、詩的な表現

• 学習のポイント：AIが既存の知識を組み合わせて新しい
コンテンツを「創る」能力
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ここ以降は余裕のある人向け

②「大学祭での新しいイベントの企画書サンプルをください。たこ焼き
です」と質問

③「大学生である私が、いつでも金をかけずに楽しめる楽しみを提案し
てください」と質問

④「大学生が提出する履歴書のサンプルをください」と質問
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13-6 計画する・実行する力（計画
と実行）
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66

人間からの質問：
オムライスの計画図を日本語で作って
ください

Microsoft 365 Copilot からの回答



計画する・実行する力（計画と実行）

• 基本的な能力

目標を達成するために計画を立て、実際に行動するAIの能力 

「目標設定→計画立案→実行→評価→改善」のプロセス

• 複雑な問題を小さな部分に分解し、それぞれを順序立てて
解決 

• 状況の変化に応じて計画を修正 

• 最適な結果を得るために継続的に改善
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なぜ計画と実行が重要なのか

• 作業効率の向上

作業を分析し、最適化。 無駄な作業を削減、重要な作業に
集中

• 品質の安定化

一定の手順に従って作業を実行 

• 複雑な問題を段階的に分解して解決 

大規模なプロジェクトや多数の制約条件がある問題にも対応

• リスクの軽減

事前に様々なシナリオを想定し、リスクを最小化する計画を
立案、問題が発生した場合の対応策も事前に準備
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日常生活での計画と実行の活用例

• ナビゲーションシステム

目的地までの最適な経路を計算、交通状況に応じてリアルタ
イムで経路を変更

• 家庭用ロボット

掃除ロボットが部屋の形状を把握し、効率的な掃除経路を計
画して実行。障害物を回避。充電が必要になると自動的に充
電ステーションに戻る
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演習５．
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演習５：AIの計画立案能力

目的：AIが目標達成のための計画を立案する能力を体験

① 次を Microsoft 365 Copilotに質問する

1. 「大学の期末試験での注意点を踏まえて、学習計画を
立てて下さい。」

2. 続けて、「それは無理です。簡単な目標を立てて、私
の自信につながるように計画して下さい。」

• 期待される結果：具体的な学習計画、段階的なスケ
ジュール、効率的な学習方法

• 学習のポイント：AIが目標を達成するために「計画」を
立て、実行可能な形で提示する能力
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ここ以降は余裕のある人向け

②「大学祭で模擬店をするので、準備計画を立ててください。人数は２
０名、出し物はたこ焼き、場所は屋外です」と質問

③「ITパスポートの試験に挑戦します。過去問の暗記はできました。こ
れからどう計画しますか」と質問

④「私は２０歳です。夢のある、今後の人生の１０年間を計画して下さ
い。私は、人見知りで、ファッションには自信がありません。本を読む
のとゲームが好きです」と質問
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5つの働きがどのように連携するか

• AIの５つの働き

1. 見る・聞く・感じる力（知覚と理解）

2. 覚える・調べる力（知識処理と記憶）

3. 考える・推理する力（論理推論と数学的思考）

4. 作る・創作する力（生成と創造）

5. 計画する・実行する力（計画と実行）

例：自動運転車 

• カメラとセンサーで周囲を認識（知覚と理解） 

• 道路情報や交通ルールを参照（知識処理と記憶） 

• 安全な運転判断を実行（論理推論と数学的思考） 

• 運転行動を決定（計画と実行） 

• 必要に応じて警告音を生成（生成と創造）
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AIができること、できないこと

AIが得意なこと

• 大量のデータ処理 

• 一定の品質での継続的な作業 

• 複雑な計算や論理的推論

• パターンの発見と分析 

• 24時間継続稼働

AIが苦手なこと 

• 「常識的」に基づく判断

• 人間の過去作を超える創造性や独創性

• 予期しない状況への対応

• 倫理的な判断

人間の能力を補完し、拡張するツール
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全体まとめ

• AIの５つの働き

1. 見る・聞く・感じる力（知覚と理解）

2. 覚える・調べる力（知識処理と記憶）

3. 考える・推理する力（論理推論と数学的思考）

4. 作る・創作する力（生成と創造）

5. 計画する・実行する力（計画と実行）

重要なポイント 

• AIは人間の能力を補完し、拡張するツール 

• ５つの働きが連携することでより高度な機能が実現 
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